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感染症法改正後の検体採取について

感染症法改正前の検体採取

１．第１５条に基づく積極的疫学調査の一環として実施 国民の協力は努力義務

まん延防止対策に支障を来すおそれ

感染症法改正後の検体採取

第１５条第３項に基づく検体採取の求め

第１６条の３、２６条の３、２６条の４、第４４条の７に基づく検体採取（収去）
・・・勧告（命令）を前置した上で、措置を可能とした

実施を担保実施を担保

近年の病原体の遺伝子解析技術等の飛躍的な進歩に伴い、感染症まん延防止策立
案のために、検体を確保し、精度の高い検査による病原体の遺伝子情報、薬剤耐性
等の情報の収集・解析の重要性が高まっている。

〈背景〉

検査の精度の確保が求められる（規則第８条第５項）

明文化明文化

検体採取の流れ

積極的疫学調査の一環として行われる検体採取

①第１５条第３項に基づく検体採取の求め

②第１６条の３、２６条の３、２６条の４、第４４条の７に基づく検体採取等の勧告（命令）

③第１６条の３、２６条の３、２６条の４、第４４条の７に基づく検体採取等の措置

入院・就業制限の要否等の判断のための健康診断の一環で行われる検体採取

①第１７条第１項に基づく健康診断の勧告

②第１７条第２項に基づく健康診断の措置

応じない場合

応じない場合

応じない場合

保護法益：国民の健康に重大な影響を及ぼす感染症のまん延の防止

保護法益：病原体保有者の把握．入院・就業制限につなげることによる適切な
医療の提供及び感染症のまん延防止
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感染症発生動向調査事業実施要綱の改正

感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について（概要）
＜健発1109第3号 平成27年11月9日発出＞

概要

１．「趣旨及び目的」の修正
今般の改正感染症法の施行により規定される病原体情報の収集・解析に関する内容を追記。

２．季節性インフルエンザの指定提出機関制度に関する規定の追加等
① インフルエンザ病原体定点を指定提出機関として選定することを記載。
② インフルエンザ病原体定点の選定基準を見直し、小児科定点から10％以上及び内科定点から10％以上を、それぞれ３定点

と２定点を下回らないよう選定する旨規定。
③ インフルエンザについて、流行期には週１検体、非流行期には月１検体を送付する旨規定。（※小児科病原体定点につい

ても、月に４症例からそれぞれ少なくとも１種類の検体を送付する旨規定）

３．病原体の情報収集体制の整理
① 検体検査は、地方衛生研究所又は保健所等の検査施設において、別に定める「検査施設における病原体等検査の業務管理

要領」に基づき実施し、検査の信頼性確保に努めることを追記。
② 実態に合わせ、これまで都道府県等本庁の役割となっていたものの一部（保健所が登録した患者情報の確認等）を地方感

染症情報センターに整理。

４．その他
① 採取した検体の目的外利用の禁止、及び検体採取の際には、使用目的を説明の上、できるだけ本人の同意をとることが望

ましい旨規定。＜※国会宿題事項＞
② その他所要の改正

○ 標記事業は、感染症の発生情報の正確な把握と分析及びその結果の国民や医療関係者への的確な提供・公開につい
て、感染症法（平成10年法律第114号）の規定に基づく施策として、医師等の医療関係者の協力のもと実施。

○ 感染症法の一部改正法（平成26年法律第115号）及び感染症法施行規則の一部を改正する省令（平成19年厚生労働
省令第159号）の公布に伴い、実施要綱について一部改正を行うもの。

背景・目的

施行日：平成28年4月1日

4



病原体定点に係る取扱いの主な変更点①

改正前 改正後

根拠
感染症法第15条
（積極的疫学調査）

感染症法第14条の2
（指定提出機関制度）

病原体定点の選定
・患者定点の概ね10%
・医療機関のみの指定

・人口、医療機関の分布を考慮
・患者定点の概ね10%
・ただし小児科定点から10%以上、内科定点
から10%以上をそれぞれ3定点、2定点を下
回らないように選定
・医療機関及び衛生検査所の指定可

調査単位
規定なし
（自治体毎に異なる）

・流行期 → 週単位
・非流行期 → 月単位

検体提出数
規定なし
（自治体毎に異なる）

調査単位ごとに、少なくとも１検体／定点（イ
ンフルエンザ様疾患含む）

報告のタイミング 原則として結果がまとまり次第 結果判明後速やかに

報告事項
規定なし
（ＮＥＳＩＤの入力項目）

・患者の性別、年齢
・管轄保健所、都道府県名
（その他ＮＥＳＩＤの入力項目）

季節性インフルエンザ

病原体定点に係る取扱いの主な変更点②

改正前 改正後

根拠
感染症法第15条
（積極的疫学調査）

感染症法第15条
（積極的疫学調査）

病原体定点の選定

＜小児科・眼科＞

・患者定点の概ね10%
＜基幹定点＞

・患者定点のすべて

・人口、医療機関の分布を考慮
＜小児科・眼科＞

・患者定点の概ね10%
＜基幹定点＞

・患者定点のすべて

調査単位
規定なし
（自治体毎に異なる）

月単位

検体提出数
規定なし
（自治体毎に異なる）

＜小児科＞

あらかじめ都道府県等が選定した複数の疾
患について調査単位ごとに、概ね４症例か
らそれぞれ少なくとも１検体／定点
＜眼科・基幹定点＞

必要に応じて採取（自治体毎に異なる）

報告のタイミング 原則として結果がまとまり次第 結果判明後速やかに

報告事項
規定なし
（ＮＥＳＩＤの入力項目）

規定なし
（ＮＥＳＩＤの入力項目）

その他の病原体
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病原体サーベイランスの実施体制①（一般的なフロー）

②検体の依頼
（命令）

③´検体提供

情報共有
・連携

⑥報告 ⑦還元

⑤報告 還元

厚生労働省
国立感染症研究所感染症疫学センター（中央感染症情報センター）

保 健 所
管内の患者情報の把握、関係機関との連携

地方衛生研究所等
検査の実施

都
道
府
県
等
本
庁

※ 届出を行った医師または定点（病原体定点及び非病原体定点）への情報還元は必要に応じて実施

国

民

・

医

療

関

係

者

情
報
の
提
供
及
び
公
開

○一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染
症、新型インフルエンザ等感染症及び五類感染症
（全数把握対象疾患）の患者の検体等を所持する医
療機関等

○指定届出機関（患者定点）の管理者
当該医療機関の医師が五類感染症（定点把握対象疾
患）の患者等を診断した場合

①届出
（第12条）

病原体定点（指定提出機関）

③検体提供
①´届出
（第14条）

地方感染症情報センター
情報収集・分析

指定

還元④検査依頼

病原体サーベイランスの実施体制②（他の自治体への検査委託）

②検体の依頼
（命令）

③´検体提供

情報共有
・連携

⑥報告 ⑦還元

⑥報告 還元

厚生労働省
国立感染症研究所感染症疫学センター（中央感染症情報センター）

保 健 所
管内の患者情報の把握、関係機関との連携

他の自治体の地方衛生研究所等
検査の実施

市本庁

※ 届出を行った医師または定点（病原体定点 原体定点）への情報還元は必要に応じて実施

国

民

・

医

療

関

係

者

情
報
の
提
供
及
び
公
開

○一類感染症、二類感染症、三類感染症、四
類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び
五類感染症（全数把握対象疾患）の患者の検
体等を所持する医療機関等

○指定届出機関（患者定点）の管理者
当該医療機関の医師が五類感染症（定点把握対象疾患）
の患者等を診断した場合

①届出
（第12条）

病原体定点（指定提出機関）

③検体提供
①´届出
（第14条）

地方感染症情報センター
情報収集・分析⑤結果送付④検査依頼
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